
 

簡易公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示 

 
次のとおり企画提案書の提出を招請します。 
令和７年１２月２３日 
 

独立行政法人日本芸術文化振興会 
理事長 長谷川 眞理子 

 
１．業務概要等 
（１）件 名 令和８年度国立劇場文楽公演宣伝用印刷物等作成業務 
（２）納品場所 東京都千代田区隼町４番１号（国立劇場構内）他 
（３）概 要 本件は、国立劇場が主催する文楽公演のポスター、ちらし等の宣伝用印

刷物等の作成（デザイン・印刷等）を行うものである。 
（４）履行期間 契約締結日の翌日から令和９年９月３０日（木）まで 
 
２．参加資格 
（１）独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程第１６条及び第１７条の規定に該当しな

い者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のため

に必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当するものとする。 
（２）独立行政法人日本芸術文化振興会一般競争（指名競争）参加資格又は全省庁統一資

格において、令和７年度の「物品の製造」における営業品目「その他印刷類」又は「役

務の提供等」における営業品目「広告・宣伝」で「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ｄ」

等級の認定を受けている者であること（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に

基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決

定後に一般競争参加資格の再認定を受けている者であること。）。なお、全省庁統一

資格において当該資格を有する者は、同等級の認定を受けている者とみなす。 
（３）会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づ

き再生手続開始の申立てがなされている者（上記（２）の再認定を受けた者を除く。）

でないこと。 
（４）企画提案書の提出期限の日から企画提案書の特定の日までに、独立行政法人日本芸

術文化振興会、文部科学省又は文部科学省関係機関から取引停止又は指名停止の処分

を受けていないこと。 

（５）契約担当役（独立行政法人日本芸術文化振興会 理事長）が別に指定する反社会的勢

力に該当しない旨の誓約書に誓約できる者であること。 

 
３．応募要件 
（１）令和３年１月以降に、伝統芸能又は演劇公演の広告宣伝印刷物（ポスター及びちら

し。ただし、写真を使用しデザイン性が認められるものに限る。）を製作した実績が

１件以上あること。なお、ポスターは、Ｂ２判以上の大きさの製作実績であること。 
（２）印刷会社が参加する場合は予定デザイナー、デザイン会社が参加する場合は予定デ

ザイナー及び印刷会社を提出書類中に明記し、契約期間中の実施体制を確保できるこ

と。 
 
４．手続等 
（１）問合せ先 
   〒１０２－８６５６ 東京都千代田区隼町４番１号  
   独立行政法人日本芸術文化振興会 財務部契約課契約係 本多 



 

電話番号 ０５０－１７５４－５９８１（直通） 
（２）参加要領等の交付期間及び方法 
   令和７年１２月２３日（火）から、独立行政法人日本芸術文化振興会 HP（トップペ

ージ＞調達情報＞入札情報一覧）又は上記（１）にて交付する。交付は無料とする。 
（３）企画提案書の提出期限、場所及び方法 
   令和８年１月２８日（水）午後５時まで 
   上記（１）に持参又は郵送（提出期間内必着、書留郵便等の配達記録が残るものに

限る。）により提出すること。電送によるものは受け付けない。 
※（１）～（３）の受付は、土曜日、日曜日、祝日及び令和７年１２月２９日（月）

から令和８年１月３日（土）までを除く午前１０時から午後５時までとする。 
 
５．その他 
（１）手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 
（２）入札保証金及び契約保証金 免除 
（３）契約書作成の要否 要 
（４）誓約書の遵守 上記２．（５）の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しく

は誓約に反することとなったときは、当該者の企画提案書又は契約を無効とするも

のとする。 
（５）関連情報を入手するための照会窓口 上記４．（１）に同じ。 
（６）「独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について」（独立行政法人日本芸術文化

振興会 HP トップページ＞調達情報）を参照の上、その内容について同意了承する

こと。（ 参照：https://www.ntj.jac.go.jp/about/procurement/info.html ） 
（７）詳細は参加要領による。 

以  上    


